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第１章　予備調査の概要

１.１　要請の背景
　モーリタニア・イスラム共和国は国土の 2/3 が砂漠に覆われ、国民の大半が農牧業に従事しており、

外貨獲得のための産業育成を政策の重点課題として揚げている。モ国の輸出産業は、水産業や北部の

鉄鋼石以外にこれといった産業といえるものがなく、新たな産業の育成が急務となっている。モ国に

おける鉱業は 1997 年現在 US$216 million に達し、モ国のGNP 全体の20%＊を占め、その輸出額は輸出

全体の 40％となっている。主な鉱山はモ国の国営企業である SNIM (State Owed iron ore producer)

によって運営され、新規鉱山の開発なども同時に SNIM が行っている。しかしながらモ国における鉱山

の開発及び探査活動は資金不足から充分に進んでおらず、外資を誘致してそのポテンシャルを開発し

ていく体制を取ることが必要と考えられている。外資による鉱床探査および開発を促進するためには，

鉱物資源に関する基礎データの整備および公開が急務とされ、鉱工業省配下の地質調査所(Office of

Geological Research(OMRG))がその担当官庁となっているが、人的リソース、ノウハウ不足からモ国

単独での実施は困難とされている。（＊1999 年の GDP ベースでは12％）

　このような状況を受けて 2000 年 11 月にモーリタニア政府は日本政府に対して開発調査の実施を要

請し、それを受けて JICA は 2002 年 9 月に鉱工業プロジェクト形成基礎調査団を派遣した。調査団は

モーリタニア政府、その関係機関、世銀現地事務所等と協議の結果、現在、推進中の Mining Sector

Capacity Building Project にも基本的に合致した要請内容であり、進行中のGIS データ整備の成果を

土台とする地質・鉱物資源データベースを構築し、鉱物資源探査促進のための戦略策定に協力するこ

とは、同国の国家財政再建に不可欠となる鉱業振興に資するのみならず、地下水開発、砂漠化等のモ

ニタリングを含むBHN 案件、環境案件としての重要性も併せ持つことが確認された。

※2000 年 11 月のモ国要請書の概要

１) 目的

　地質・鉱物資源データの整備を行うことによって、資源探査のための開発戦略プランを作成する。

また有望な鉱床については、詳細な 鉱床モデルを確立し民間鉱山企業へ積極的に提供する。

２）主な対象金属

　銅、鉛、亜鉛、レアメタル、金・銀、プラチナ、その他

※世界銀行のモーリタニアにおける動向

　近年、隣接国であるマリで有望な鉱床が発見されたこと、及びモ国内にも連続する類似の地質が存

在することから、世界銀行は 1999 年 2 月に Project Appraisal を行い、Cost US$17 Million（うち IDA

ローン US$15 Million）からなる Mining Sector Capacity Building Project を モ国政府とともに開

始した。このプロジェクトでは、鉱物資源の開発・管理に係る組織・法整備が進められ、同時に非鉄

金属資源のみならず、石油・天然ガス、水資源なども含むあらゆる地質情報、環境関連データなどの

基本地質情報のデータベース化を行おうとするものである。しかし当該プロジェクトでは、基礎デー

タの分析評価や開発が有望と見られている金・銅などの非鉄金属資源探査をより積極的に進めるため

の鉱床タイプの検討及び探査方針の策定までには踏み込んでいない。また全てのコンポーネントを実

行するには世界銀行単独では困難であり、他ドナーの参加・協力が必要とされているため、JICA は世

界銀行と協調して調査を進める計画である。

１.２　調査目的
　前述の鉱工業プロジェクト形成基礎調査の結果を踏まえ、OMRG（地質調査所）及び鉱工業省等関係

機関との間で、本格調査の実施方針及び範囲、具体的な実施方法について協議し、内容に双方が合意

した場合には S/W の締結を行うものである。
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１.３　調査団員
鯉江　雅人（団長／総括） ：JICA 鉱工業開発調査部資源開発調査課課長代理

渡辺　寧　（鉱業振興） ：独立行政法人　産業技術研究所

内藤　耕　（鉱業事情） ：独立行政法人　産業技術研究所

小島　元　（調査企画） ：JICA 鉱工業開発調査部資源開発調査課

後藤　光　（調査計画） ：JICA 鉱工業開発調査部資源開発調査課

小倉　信雄（通訳） ：個人通訳

１.４　調査日程

Date Schedule 1.鯉江 2.渡辺 3.内藤 4.小倉 5.小島 6.後藤

1 2003.3.12 Wed
AF275　成田1245発-パリ1720着（1,5,6） 成田

パリ

成田

パリ

成田

パリ

2 2003.3.13 Thr

AF718　パリ1620発-ダカール2110着（1,5,6）

AF275　成田1245発-パリ1720着（2）

JICA セネガル事務所打合せ

パリ

ダカール

成田

パリ

パリ

ダカール

パリ

ダカール

3 2003.3.4 Fri

AM/PM JICA セネガル事務所（1,5,6）

MR562　ダカール1935発-ヌアクショット2025着（1,5,6）

AF764　パリ1100発-ヌアクショット1535着（2,4）

地質調査事務所( OMRG) 打合せ

AF289　成田2155発-（3）

ダカール

ヌアク

パリ

ヌアク

成田

パリ

ヌアク

ダカール

ヌアク

ダカール

ヌアク

4 2003.3.15 Sat

AM

PM

団内協議（1,2,4,5,6）

地質調査事務所( OMRG) 協議（1,2,4,5,6）

-パリ0435着、AF764　パリ1100発-ヌアクショット1535着(3) ヌアク ヌアク

パリ

ヌアク ヌアク ヌアク ヌアク

5 2003.3.16 Sun
AM/PM

AM/PM

地質調査事務所（1,2,3,4,5,6）

鉱工業省協議（1,2,3,4,5,6）

ヌアク ヌアク

ヌアク

ヌアク

ヌアク ヌアク

6 2003.3.17 Mon

AM/PM

AM/PM

OMRG 鉱区調査移動（2,6）

地質調査事務所協議（1,3,4,5）

世銀、P R I S M 協議（1,3,4,5） ヌアク サイト ヌアク ヌアク ヌアク サイト

7 2003.3.18 Tue

AM/PM

AM/PM

OMRG 鉱区調査（2,6）

関連省庁 （経済開発省、鉱工業省鉱業 ･地質監理総局）訪問

（1,3,4,5）

AF765　ヌアクショット2355発-（3） ヌアク サイト 機中 ヌアク ヌアク サイト

8 2003.3.19 Wed

AM/PM 関連省庁 （水資源センター、対人地雷撤去局）訪問(1,4,5)

地質調査事務所、鉱工業省S / W 協議（1,4,5）

OMRG 鉱区調査帰還（2,6）

-パリ0600着、AF276　パリ1320発-（3） ヌアク ヌアク

パリ

機中 ヌアク ヌアク ヌアク

9 2003.3.20 Thr
AM/PM 地質調査事務所、鉱工業省S / W 署名（1,2,4,5,6）

-成田0859着（3）

ヌアク ヌアク 成田 ヌアク ヌアク

10 2003.3.21 Fri

AM/PM

AM/PM

MR561　ヌアクショット0700発-ダカール0750着（1,5,6）

JICA セネガル事務所、日本大使館報告（1,5,6）

AF719　ダカール2355発-（1,5,6）

関連情報整理（2,4）

AF765　ヌアク2355発-（2,4）

ダカール

機中

ヌアク

機中

ヌアク

機中

ダカール

機中

ダカール

機中

11 2003.3.22 Sat

-パリ0600着（2,4）

-パリ0620着（1,5,6）

AF276　パリ1320発-（1,2,5,6）

パリ

機中

パリ 機中 パリ パリ

機中

パリ

機中

12 2003.3.23 Sun
-成田0859着（1,2,5,6） 成田 成田 成田 成田
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１.５　対処方針
　以下の事項について協議を行い、合意に至った場合は S/W を締結し、合意の有無にかかわらず協

議事項についてはM/M を締結する。

（１）JICA 開発調査スキームに係る確認事項

１）開発調査スキームの説明

　プロ形調査時に説明済み事項であるが、モ国においては過去の事例が少ないことから改めて説明

を行う。特に、本格調査は JICA 側が単独で行うものではなくカウンターパートとの共同作業である

こと、JICA は経験を積んだ日本のコンサルタントと契約しコンサルタントが JICA 調査団として本格

調査の業務に従事することに留意する。

２）S/W 文書に関する説明

　カウンターパートは S/W 文書を初めて締結することになるため、次の事項について理解を求める。

　本格調査実施内容の重要な事項については S/W 文書に記載すること、調査概要（Scope and

Objectives of the Study）については協議の上記載するがUndertaking 事項等はほぼ定型文であり

変更の余地は少ないこと（ただし、協議の進展により JICA 本部等と対応の上微細な変更を行うこと

がある）、S/W 文書は日モ国政府間で取り交わされた口上書（Exchange of Note Verbal）に基づき実

施内容を定めるものであること、S/W に記載すべきでない事項や懸案事項については別途 M/M に記載

すること。

　またモ国側の署名者については、本格調査のアウトプットである「開発戦略プラン」をモ国政策

へ確実に反映させる目的、かつ類似の活動を行っている世界銀行や二国間援助機関等との連携強調

が必須であることから鉱工業省大臣等を含めた高いレベルの署名者にする必要がある。

３）本格調査着手まで、及び開始後のフローの説明

　調査内容が合意に至りS/W 文書に署名した場合、JICA 側は本格調査の実施内容について詳細を検

討のうえ日本国内で公示しコンサルタントの選定を行う。これにかかる期間は最短で３ヶ月程度を

必要とするため、調査の開始は2003 年 7 月以降となることを説明する。ただし、実際の調査開始時

期についてはモ国側と協議のうえ、S/W 文書のスケジュールに案として記載する予定であるが、現地

踏査の時期を勘案し JICA 側は 2003 年 10 月頃の開始を想定している。

　本格調査開始後は、JICA 調査団とカウンターパートの共同作業となるが、適宜プログレスレポー

ト等で JICA 調査団はカウンターパートに対し進捗を報告する。また本格調査終了時には調査団はフ

ァイナルレポートをカウンターパートに説明のうえ提出する。このファイナルレポートは公開され

ることを原則とするが、民間企業のデータ等の有無により数年間は非公開扱いとすることは可能で

ある。公開後のファイナルレポートについては日モ側双方とも自由に扱うことができる。

（２）本格調査の実施内容に係る確認事項

１）本格調査内容の確認

　添付の本格調査フロー案に基づき説明を行い、調査内容の確認を行う。特に、調査の目標として、

ア．「地質・鉱物資源関連の基礎データ整備を進め、資源探査・開発戦略プランを作成すること」、

イ．「資源探査・開発戦略プランに基づき、内外の民間鉱山企業による投資を促進すること」の２点

の方向性に相違がないか確認する。相違がある場合は協議・合意のうえ新たな調査内容を定めるこ

ととするが、調査内容を大きく変更することは想定していない。

　また「資源探査・開発戦略プラン」の策定にあたっては、鉱物資源探査・開発を民間資本によっ

て促進するというモ国政府の基本国家政策を策定するとともに、戦略的環境アセスメントの手法を

盛り込み環境配慮を確実に行うことを求める。

２）モ国政策への反映についての確認

　「資源探査・開発戦略プラン」はモ国政府の資源開発政策における重要な基礎資料になるが、モ
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国が本プランを政策として採用する意志があるか確認する。採用する場合には OMRG を技術的カウン

ターパートとし、政策官庁である鉱工業省を全体にかかるカウンターパートとして S/W の署名者に

含めるよう求める。本プランに含まれるものとして、10 年程度に渡る政策案、及び 5 年程度の行動

計画を想定している。また、その他政策の上位計画との整合性についても関係省庁・機関から確認

する。

３）世界銀行及び世銀プロジェクト（PRISM）とのデマケーションに関する確認

　世界銀行はモ国鉱業開発を支援しているところであり、JICA 調査とのデマケーションを図る必要

性をプロ形調査時に双方認識している。本予備調査においては世界銀行モーリタニア事務所との協

議を再度実施し調整を行うこととする。状況によっては JICA・世界銀行の協調案件としての広報手

段等についても協議を予定する。

　また、世界銀行がモ国鉱山部門強化のためにモ国と共同で実施している PRISM プロジェクトの現

状について協議を行う。PRISM プロジェクトでは法制度整備支援、基礎データ整備支援を行うととも

に GIS 上に地質情報等を載せているものであり、JICA 開発調査において実施する地質調査、鉱床デ

ータ等の追加方法、役割、費用分担について明確化を図る。

４）GIS の活用方法に関する確認

　上述の PRISM プロジェクトで利用している GIS について、今後のモ国内での活用方法について協

議を行う。また本 GIS の管理者を確認し地質データの追加方法について協議するとともに、システ

ム、データの権利関係に注意することとしたい。

５）地質調査、鉱床モデル化に関する確認

　既存データ、及び並行して行われている地質調査状況を確認しつつ、JICA 開発調査にて実施すべ

き地質調査エリア、対象鉱物等について確認を行う。JICA 側はモ国内の特定のエリアを選定したう

えで地質調査（補完的な調査）と鉱床モデル化を実施する計画であることから、本予備調査にて調

査エリアを決定することとしたい。

　調査手法については、モ国で従来実施されている鉱種別アプローチではなく、鉱床アプローチで

ある点が異なる。また、既存データの解析対象としてリモート探査データ（衛星アスター等）を含

むかどうか協議したい。

６）投資促進方法に関する確認

　「資源探査・開発戦略プラン」に基づき、外国投資を呼び込むことを開発調査の目標とした場合

の、投資促進の実施方法、体制について確認を行う。JICA 側は投資ポテンシャル情報の公開や情報

の双方向的なやり取りが可能なWeb の作成や印刷物、CD-ROM の作成を支援すべきであると考えてい

る。また“投資促進室”の体制構築の必要性を説明し、本格調査開始までに継続的な体制整備を行

うよう依頼する。

７）カウンターパート体制の確認

　OMRG、鉱工業省等との協議を通じ役割分担が見えてきたならば、S/W 文書への署名者を決定すると

ともに、本格調査時のモ国側体制について確認を行う。「地質調査、鉱床モデル化」については OMRG

がカウンターパートに適任であるが、「資源探査・開発戦略プラン策定」には政策、投資的観点が必

要と想定されることから、鉱工業省等を含めたステアリングコミッティの設置も検討する。これに

合わせて予算の確保についても依頼する。

　また、本格調査の開始に先立ちモ国側カウンターパートの人員配置状況について、JICA セネガル

事務所を通じて確認することを要請する。

８）調査用資機材の確認

　調査内容の協議に応じて、必要となる資機材について確認を行う。パソコン、コピー機等事務機
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器については通常通り調達予定であるが、現地調査時に必要となる車両については借損料との比較

のうえ後日決定することを予備調査で取り決めたい。また、鉱石分析機器等については、カウンタ

ーパートの能力、メンテナンス性等を勘案のうえ、調査に必要なものを調達予定である。

９）技術移転内容、方法の確認

　本格調査団の現地調査時にカウンターパートとの共同作業を行うことによって技術移転を図るこ

とが中心となる。これには鉱物探査・試験・分析・解析等の技術的観点と、マスタープラン策定、

投資促進手法等のソフト的な観点がある。

　また、モ国において数回のセミナーを開催し関係者への情報共有と技術移転を図るとともに、必

要に応じてカナダ等で開催される鉱業関連の国際会議においてJICA開発調査の成果を報告すること

も検討する。さらに日本においてカウンターパート研修を行う予定を伝え、先方のニーズを把握す

る。

１０）本格調査団への便宜供与事項

　S/W の記載事項にも含まれるが、各種免税措置、出入国・現地踏査時のカウンターパートの同行・

安全確保、長期 VISA の発給、ID カードの発給、調査団の執務室・什器・通信回線の提供等を依頼す

る。また各種データの提供については調査実施に必須であることから、提供に関して問題ない旨の

確約を得る。

１１）カウンターパートの負担事項

　カウンターパートは自費で JICA 開発調査に参加する原則を確認する。現地踏査時やセミナー開催

時等の旅費・日当・宿泊費等についてJICA は負担しないスタンスであるが、国外セミナー時の旅費

等については先方負担の可否を確認する。

　また、文書の翻訳や通訳の配置についてカウンターパート側の負担の可否を確認し、本格調査開

始時までにJICA 側で決定することを伝える。

１２）関係省庁の動向把握

　本予備調査時において、経済開発省、水資源センター等の関係機関と意見交換を行い、JICA 調査

に対する協力を要請する。

１３）他ドナー等の動向把握

　世界銀行以外に主要なドナーの動向は把握していないが、PRISM プロジェクトからの委託により英

国等のコンサルタントが地質調査等を実施していることから、必要に応じて意見交換を行う。

（３）その他確認事項

１）レポート等の言語

　各種資料、レポートは英文での作成を原則とするが、仏文版の要否について確認する。仏文版が

必要となる場合にはその翻訳作業の分担について協議を行う。協議の結果として JICA 側負担となり

うることを想定している。

２）現地再委託についての留意点

　情報収集、地質調査、鉱物試験、GIS データ入力、Web システム構築等については現地再委託の実

施もあり得る。カウンターパートへの技術移転要素との関連を勘案しながらその実施については検

討する。現地再委託を実施する場合の委託先については、カウンターパート等から情報を得ること

とし、その連絡先や発注単価等を把握する。

３）現地一般情報の収集

　通訳雇上・翻訳費、車両・ガソリン借損料、及びカウンターパートのパソコンの OS、ソフトウエ
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ア利用状況等について現地情報を収集し、本格調査団派遣の参考資料として活用する。

４）安全状況の確認

　モ国は周辺国と比較し危険は少ないとされているものの、イスラム教関連国につき注意を要する。

本格調査に関しては、地方の鉱区をはじめとする鉱業関連施設を調査対象に含めることも想定され

るため、カウンターパートの同行、複数車両による移動、衛星電話の携行等を義務付ける。

　また、モ国には日本大使館、JICA 事務所ともに存在しないため、在セネガル日本大使館、JICA セ

ネガル事務所、及びモ国関連機関等より治安に係る情報を収集し、本格調査の実施にあたり必要な、

安全管理体制の構築への協力を依頼する。

５）本格調査団等の構成

　協議を通じて本格調査内容が固まった場合、本格調査団の構成や業務指示書について案を作成す

る。これについてはカウンターパートと相談する予定は特にない。

（４）予備調査時の現地調査確認事項

１）OMRG 鉱区サイト調査

　予備調査時の鉱区サイト調査にあたっては、道路・宿泊・通信・食料・治安情報等を収集しなが

らサイトへ赴くものとする。サイトにおいては各種資料、情報を収集し、本格調査団派遣時の参考

情報として活用する。

　また、民間鉱区等への立ち入りに関する規制等がないことも確認したい。



第２章　調査結果と協議概要
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第２章　調査結果と協議概要

２.１　団長所感

（１）世銀がＰＲＩＳＭのフェーズⅡを開始したことに代表されるようにモーリタニア国において鉱

業分野は引き続き重要かつ期待される分野である。

 経済開発省や鉱工業省大臣との面談やジメラ所長との協議の際にモーリタニア国政府の鉱業

 振興に対する熱意とＪＩＣＡに対する大きな期待を十分感じ取れることができた。

（２）協議は概ね順調に行うことができ、最終的に鉱工業省次官及びＯＭＲＧ所長との間でＳ／Ｗ及

びＭ／Ｍを締結することができた。

詳細な協議内容については他章に記載のとおりであるが、特記すべき事項は以下のとおりであ

る。

１）ＯＭＲＧは単に報告書を得ることだけでなく、技術移転を受けることを強く望んでいる。Ｃ

Ｐ研修は通常年間に１名であることを説明したが、ＯＭＲＧからは増員を強く要望された。当

方からは技術移転方法としては現地調査におけるＯＪＴを主として考えている旨を説明した。

２）調査用車両については、ＥＵとＯＭＲＧの協力やＪＩＣＡの「オアシス地域開発計画」で購

入した例があり、経済面的でも安全面でも購入した方が良いということが以下の点を強調しＯ

ＭＲＧから強く述べられた。

①レンタカーの場合、車両の整備状況等がわからないので故障に関し責任がもてないし、運

転手が本当に信用できるかわからない。（通常レンタカーは運転手つきである。）

②ＥＵで購入した車両は、屋根付の鍵のかかる車庫に保管しており、走行距離数等を管理台

帳に記入し、不正使用のないようきちんと管理しているほか、整備はＯＭＲＧ内で行って

おり、ＯＭＲＧの運転手を使っているため、安全である。

当方からは今回は車両を購入せずレンタカーで対応する旨を強く説明し、最終的に

①車両だけレンタルできる会社をＯＭＲＧが探し、運転手はＯＭＲＧが出す。

②車両のレンタル契約は本格調査団が行うため、故障をしてもＯＭＲＧ側の責任はない。

ことで合意をしたが、ＯＭＲＧからは、ＯＭＲＧが上述の理由で車両の購入を強く望んでい

た旨を東京に報告してほしいと要望された。

３）Ｓ／Ｗ案において、本格調査は１０月頃開始し、期間として２年間程度を想定していたが、

鉱工業大臣との面談後、鉱工業省次官から大臣が本格調査の早期着手と半年程度の調査期間延

長を希望している旨を伝えられた。

調査団内で検討した結果、着手時期の変更はできないが、調査期間については調査内容から

検討しても半年程度の延長が望ましいという結論に達し、その旨をＯＭＲＧと協議し、調査

期間を２．５年とすることで合意した。

４）世銀事務所及びＰＲＩＳＭ事務所との協議において、ＰＲＩＳＭで整備しているＧＩＳシス

テムにつなぐことに合意が得られただけでなく、本件についての協力が表明された。またＰＲ

ＩＳＭ事務所長がステアリングコミッティに参加することとなった。

（３）本格調査における留意事項は以下のとおり

１）安全面
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①今回の現地調査においてＣＰ車両がトラックを追い越している最中に当該トラックと軽い接

触事故を起こした。幸いにしてけが人はなかったが、車両事故には十分留意する必要がある。

②地質調査等は必ず複数車両で行動し、非常食料・飲料水・ＧＰＳ・衛星電話等を装備するこ

とが必要である。

③ハード面だけでなく、緊急時連絡網の整備・周知や緊急時に報告すべき事項等を徹底するな

どソフト面も十分注意する必要がある。

④具体的な地質調査地点が決定した場合、地雷撤去局から当該地域の情報を得ることが必要で

ある。

２）調査内容

①ＯＭＲＧは単に報告書を得ることではなく、技術移転を受けることを強く望んでいる。本格

調査時には十分ＯＪＴがなされることが期待される。

②具体的な地質調査地点については本格調査団とＣＰが話し合って決定することとし、予備調

査団としてはＣＰと協議した結果、調査地点数のみを１０～１４地点とすることに合意し、

Ｍ／Ｍに記載した。

予備調査団としては、７ヶ月程度（１調査地点あたり約１ヶ月×７ヶ月（延べ地質調査期間）

×２グループ＝１４地点）の地質調査期間を想定したが、可能であれば地点数の増加等が望

まれる。

③世銀事務所も本開発調査に関する関心が高い。本格調査を円滑に進めていく観点からもレポ

ート作成時等にコンタクトし、意見交換を行うことが望まれる。

（４）在セネガル日本大使館・ＪＩＣＡ事務所のご協力やＣＰの熱意により、予備調査を順調に終了

することができた。関係者各位に厚く御礼申し上げる。

２.２　協議の概要

　対処方針を踏まえ、以下の事項について協議を行った結果、双方合意に至り、3 月 20 日に本予備

調査団鯉江団長と、マーリック鉱工業省(MMI)次官、ジメラ地質調査所(OMRG)所長とが署名し、S/W

および M/M（別添 2 のとおり）を締結した。

（１）JICA 開発調査スキームに係る協議事項

　１）開発調査スキームの説明

　本格調査は JICA 側が単独で行うものではなくカウンターパートとの共同作業であること、JICA

　は経験を積んだ日本のコンサルタントと契約しコンサルタントが JICA 調査団として本格調査

　の業務に従事することについて説明し、先方より理解を得た。

　２）本格調査着手まで、及び開始後のフローの説明

　S/W 文書署名後のコンサルタント選定等、本格調査の開始までの手続きについて説明した。調

　査開始時期については、当方の独立行政法人化に伴う予算措置の問題や現地踏査の時期を勘案

　し 2003 年 10 月頃開始したい旨説明し、S/W 文書にスケジュール案として記載した。

本格調査開始後は、JICA 調査団とカウンターパートの共同作業となり、適宜プログレスレポ

ート等で JICA 調査団はカウンターパートに対し進捗を報告すること、また本格調査終了時に

は調査団はファイナルレポートをカウンターパートに協議のうえ提出すること、ファイナルレ
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ポートは公開されることが原則であること、公開後は日モ側双方とも自由に扱うことができる

ことを説明し、理解を得た。

（２）本格調査の実施内容に係る協議事項

　１）本格調査内容の協議

　添付の本格調査フロー案に基づき説明を行い、調査の目標として、ア．「地質・鉱物資源関連

　の基礎データ整備を進め、資源開発戦略プランを作成すること」、イ．「資源開発戦略プラン

　に基づき内外の民間鉱山企業による投資を促進すること」の２点の方向性に相違がないことを

　確認した。さらに本調査ではOMRG を技術的カウンターパートとし、政策官庁である鉱工業省

　を投資促進にかかるカウンターパートとして想定している旨説明し、理解を得た。

　

　２）モ国政策への反映についての協議

　協議において、策定された「資源開発戦略プラン」は 2006 年からスタートするモ国政府の新

　鉱業政策5 ヵ年計画に取り入れられることを確認した。また、鉱工業省ではカナダ人専門家の

　支援を受け鉱業分野の環境保護法案を準備中であり、本年 6 月に閣議に諮る予定であるとのこ

　とであったため、本調査においても主として投資環境の観点からレビューを行うことで合意を

　得た。

　

　３）世界銀行及び世銀プロジェクト（PRISM）との連携・GIS の活用に関する協議

　世界銀行がモ国鉱山部門強化のためにモ国と共同で実施している PRISM プロジェクトの現状に

　ついて協議を行い、PRISM プロジェクトで作成中の GIS データベースの地質情報の情報利用な

　らびに JICA 開発調査において収集した地質調査、鉱床データ等の PRISM データベースとの統

　合について協力を求めたところ快諾を得た。

　

　４）地質調査、鉱床モデル化に関する協議

　対象鉱物の選定に基づき、今後 2 年間の本格調査期間において延べ7 ヵ月間に渡り 10～14 ヵ

　所で地質調査を行うことで合意した。

　調査手法については、モロッコ国における協力実績を紹介しながら、モ国で従来実施されてい

　る鉱種別アプローチではなく、鉱床アプローチを採用することで合意を得た。また、リモート

　センシングデータ解析も行うこととした。

　

　５）投資促進方法に関する協議

　「資源開発戦略プラン」に基づく投資促進の実施方法、体制について協議を行った。地質情報

　データベースのWeb 上での公開および “投資促進室”の体制構築の必要性を説明し、本格調

　査開始までに継続的な体制整備を行うよう依頼したところ理解を得た。

　

　６）カウンターパート体制の協議

　本格調査時のモ国側体制について協議を行い、「地質調査、鉱床モデル化、鉱物探査促進戦略

　策定」については OMRG、「投資促進情報の公開」については政策、投資的観点が必要と想定

　されることから、鉱工業省をカウンターパートとし、両者および世銀プロジェクトの代表を含

　めたステアリングコミッティの設置について合意した。

　また、本格調査の開始に先立ちモ国側カウンターパートの人員配置状況について、JICA セネ

　ガル事務所を通じての事前通報を要請し、理解を得た。

　

　７）調査用資機材の協議

　調査内容の協議に応じて、必要となる資機材について協議を行った。現地調査時に必要となる

　車両について、先方より EU との協力経験から購入してほしい旨の強い要請があったが、当方

　から管理の問題等を指摘し、協議の結果、調査に必要な車両数をレンタルにて対応することで
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　理解を得た。また、鉱石分析機器等については、カウンターパートの能力、メンテナンス性等

　を勘案のうえ、調査に必要なものを調達予定である旨伝え、理解を得た。

　

　８）技術移転内容、方法の協議

　本格調査団の現地調査時にカウンターパートとの共同作業による技術移転が主眼であることを

　当方より強調し、理解を得た。また、モ国において数次のセミナーを開催し関係者への情報共

　有と技術移転を図るとともに、必要に応じてカナダ等で開催される鉱業関連の国際会議におい

　て JICA 開発調査の成果を報告することで合意した。さらに日本におけるカウンターパート研

　修に対する先方のニーズを確認した。

　

　９）本格調査団への便宜供与事項

　各種免税措置、出入国・現地踏査時のカウンターパートの同行・安全確保、長期VISA の発給、

　ID カードの発給、調査団の執務室・什器・通信回線の提供等および各種データの提供につい

　て確認を求め、S/W 上に記載に記載した。

　

　10）カウンターパートの負担事項

　カウンターパートは自費で JICA 開発調査に参加する原則を伝え、現地踏査時やセミナー開催

　時等の旅費・日当・宿泊費等について JICA は負担しないことを確認した。また、S/W 文書署

　名直前に、先方より、モ国政府のコストシェアに対する意思を明確にしたい旨の考えが示され、

　M/M 上に「カウンターパートの日当、燃料等消耗品、機材にメンテナンスおよび家具付オフィ

　ス等モーリタニア側カウンターパートのコストに対して本開発調査期間中に総額1 億 6000 万

　ウギアを拠出する」との文言を追加した。ただし、先方よりの強い要請を受け、国際セミナー

　時の旅費等についてはカウンターパート 1 名分をJICA 規程に従い負担することを了承した。

　

　11）関係省庁の動向把握

　本予備調査において、経済開発省（MED）、水資源センター（CNRE）等の関係機関と意見交換を

　行い、JICA 調査に対する協力を要請したところ快諾を得た。MED では、鉱物資源開発に係る他

　ドナーの協力、とくに世銀 PRISM プロジェクトと十分に連携を図ってほしい旨の発言があった。

　CNRE では、PRISM フェーズ 2 のプロジェクトとして水利地質データベース開発を本年 7 月より

　予定しているとの由で、データ利用について協力を求めたところ快諾を得た。

　

　12）他ドナー等の動向把握

　世界銀行以外に主要なドナーとして、EU（プロジェクト実施中）、フランス（プロジェクト終

　了）、スペイン（本年 7 月に協力文書に署名予定）の協力事例があることを確認し、現地踏査

　時に、EU プロジェクトに参加している英国人コンサルタントと意見交換を行った。

（３）その他協議事項

　１）レポート等の言語

　各種資料、レポートは英文での作成を原則とすることを確認した。ただし、先方よりドラフト

　ファイナルレポートおよびファイナルレポートについては仏語版の作成要請があり、先方の責

　任で仮訳の校閲をすることを前提に費用負担について了承した。

　

　２）現地再委託についての留意点

　GIS データ入力、Web システム構築等については現地再委託の実施もあり得ることから、現地

　再委託先について、カウンターパートから連絡先や発注単価等の情報を得た。

　

　３）現地一般情報の収集

　本格調査団派遣の参考資料として活用するため、通訳雇上、車両・ガソリン借損料、及びカウ
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　ンターパートのパソコンの OS、ソフトウエア利用状況等について現地情報を収集した。

　

　４）安全状況の確認

　モ国は周辺国と比較し危険は少ないとされているものの、イスラム教関連国につき注意を要す

　る。本格調査に関しては、地方の鉱区をはじめとする鉱業関連施設を調査対象に含めることも

　想定されるため、カウンターパートの同行、複数車両による移動、衛星電話の携行等を義務付

　ける。

　また、モ国には日本大使館、JICA 事務所ともに存在しないため、在セネガル日本大使館、JICA

　セネガル事務所、及びモ国関連機関等より治安に係る情報を収集し、本格調査の実施にあたり

　必要な、安全管理体制の構築への協力を依頼したところ、先方よりSecurity Control Group

　の設置について提案があった。本グループに対人地雷撤去局の参加を要請したところ賛同が得

　られ、本調査団が同局を訪問し、地雷情報の提供について協力要請を行ったところ快諾を得た。

２.３　本格調査の実施方針案
（１) 目的

　本開発調査は、本格調査を通じて、

(ア) 地質情報の収集、データベース化

(イ) 鉱床タイプのモデル化・探査方針検討

(ウ) 地質鉱床情報の GIS 管理、web での公開

を踏まえ、ポテンシャルの高い鉱業分野の開発基盤を整備し、外国投資促進も視野に入れた開発戦

略プランを作成しようとするものである。

（２）成果品

　-地質鉱床等の試験・探査・分析・解析手法のマニュアル

　-GIS 地質・鉱物資源データベース

　-資源探査・開発戦略プラン

　-地質・鉱物資源情報 Web・印刷物・CD-ROM

　-鉱業投資促進セミナー

（３）調査期間

　2003 年 10 月頃�2005 年 9 月頃（約 2 年間を想定）

２.４　主要面談記録

JICA セネガル事務所打合わせ

日　時：平成 15 年 3 月 14 日　10：30-11：30

場　所：JICA セネガル事務所

参　加：小西所長、天野次長、在セネガル日本大使館中山二等書記官、小森所員

内　容：以下のとおり

　調査団より、対処方針資料に基づき今回の調査概要について、モーリタニア国の鉱業振興について

は世銀が音頭をとり政策面での整備を進め近代的な鉱業法も存在するが、技術情報が少なく、探鉱コ

ストが高いため投資が進まないこと、世銀プロジェクトのプリズムのデータベースの既存情報に、今

回の開発調査により付加価値をつけるのが主眼であること等を説明後、質疑応答を行った。事務所か

らは安全管理に関し、モーリタニアは砂漠の国であり、道路の交通量は非常に少なく、パンクしても
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車 1 台通りかからないこともありえ、夜間は路上の動物にも注意し車には最低限水を積載することが

求められること、交通事故にも注意してほしい旨の注意があった。国境付近に地雷が埋設されており、

本格調査時には探査エリアを事前に特定し、地雷撤去局（軍）を通しての確認が必要であること、モ

ーリタニアの夏は暑く、砂嵐もひどいので調査は 3 ヵ月が限界であるとのコメントがあった。また、

機材供与に関し、車両購入については管理が難しく、事務所としてフォローできないのでレンタカー

を使ってほしいとの申し入れがあった。調査団より、カウンターパートの OMRG でも鉱区調査は冬場の

3 ヵ月しか実施せず、それ以外の期間はオフィスワークなので夏場の現地調査は予定していない旨説明

した。小西所長より、世銀とは協力の仕方が違うので当方の協力の仕方をきちんと説明してほしい旨

のコメントがあった。。

モーリタニア地質調査所（OMRG）協議

日　時：平成 15 年 3 月 16 日（日）10：00�11：30

場　所：モーリタニア地質調査所（OMRG）

参　加：OMRG ジメラ所長、テイス次長、オスマン地質調査部長

内　容：以下のとおり

　JICA より本格調査の2 つの目的について説明したが、あくまでも日本側の提案でありここで協議し、

OMRG と合意することが目的であることを伝えた。また、今回のプロジェクトが鉱業分野の投資促進が

最終的な目的であるので、OMRG とともに鉱工業省をカウンターパート機関として想定している。これ

に対して、OMRG は調査の目的について同意する旨発言あり、またカウンターパート機関に鉱工業省を

加えることにはその必要性に疑問を呈したが、鉱工業省の関係部局の役割や投資促進室の省内への設

置の動きについて意見交換した結果、最終的に OMRG は鉱工業省を含め買う運ターパーと機関とするこ

とに同意した。

　JICA より時系列に従い調査の概要、プロジェクトの実施方法やコンサルタント業者の選定方法につ

いても説明した。調査は今年の10 月から2 ヵ年程度を想定すること、選定されたコンサルタント企業

が OMRG 技術者とともに作業を行うこと、OMRG 側のローカル・コストはモーリタニア政府で負担するこ

と、調査最終報告書は公開することを説明し、了解を得た。

　JICA としては今回の調査団派遣中に合意文書（SW）や協議議事録に署名したい旨伝えた。また、SW

は日本政府の定型フォームであり一部を除き変更できないこと、議論の詳細は MM に記載されることも

伝えた。署名者はOMRG の所長（Director General）が筆頭署名者になるが、上記事情から鉱工業省次

官（Secretary General）も署名する。

　プロジェクトの内容について OMRG より、原則的に日本側の提案に同意するが、(1)調査機関を 2.5

ヵ年に延ばすとともに、開始時期を早めることができないか、(2)現地調査に物理探査を加えることが

できないか、(3)補足的なボーリング調査ができないか、そして(4)人材育成についての質問があった。

JICA よりは上記質問(1)についてはコンサルタント選定手続きやJICA 自身の組織変更の関係で早める

ことは難しいが、調査期間を延ばすことは内容次第で団内で検討すること、上記質問(2)について今回

の調査は企業探鉱ではないので大きな物理探査は実施しないが、PRISM が行った空中物理探査データの

解析のためのサンプル試験は実施可能であること、上記質問(3)についてコストの割には得られるデー

タが限定的で行わないこと、またこれはこの調査終了後の新たなプロジェクト（特に鉱山企業による

投資プロジェクト）で行ったほうが良いこと、そして上記質問(4)についてプロジェクト自信が現地調

査を通じて人材育成を主眼にしており、また予算制度が異なるのでコミットできないが日本での研修



－15－

の機会も提供できる旨モーリタニア側に回答した。

世界銀行モーリタニア事務所協議

日　時：平成 15 年 3 月 17 日（月）14：00�15：00

場　所：世界銀行モーリタニア事務所

参　加：ドヴィヴィエ所長、

内　容：以下のとおり

JICA より時系列に従い調査の概要、プロジェクトの実施方法やコンサルタント業者の選定方法につ

いても説明した。調査は今年の10 月から2.5 ヵ年程度を想定すること、選定されたコンサルタント企

業が OMRG 技術者とともに作業を行うこと、調査最終報告書は投資促進が目的であり公開することを説

明した。

JICA より合わせて次のような理由でプロジェクトを採択したことを補足説明した。今回のプロジェ

クトが鉱業分野での内外企業の投資促進が目的であり、政府は法律、税制、許認可手続き等を見直す

必要があるとともに、鉱業分野では地質・資源情報の収集、整備が重要である。プロジェクト形成調

査でモーリタニアを訪問した際、資源開発政策をレビューしたが、特に大きな投資障壁になるような

政策的問題は無いと判断した。また、世界銀行 PRISM プロジェクトを通じて基礎的な地質・資源情報

がコンパイルされていることも確認できた。しかし、鉱山企業による鉱区取得がある一方で、探鉱投

資額が非常に低く、何らかの問題が投資環境にあることを意味している。JICA プロジェクト形成調査

団が帰国後に検討した結果、地質・資源情報のさらなる整備が必要との結論に至った。これはモーリ

タニアが地質学的に非常に特異で、国際的な鉱山企業が探鉱したことの無い鉱床タイプが多く存在す

るからである。鉱山企業にとって、どのような鉱床タイプであるかが分からないと、探査方法が決ま

らず、投資決定に躊躇する状況にあり、モーリタニア政府にとって鉱床モデリングを通じてどのよう

な鉱床タイプが、どの地域に、どのように存在するかという基礎的な情報整備を合わせて行うことが、

この国での投資促進につながる。過去に投資誘致に成功した資源保有発展途上国（例えばアルゼンチ

ンやタンザニアなど）も、同様な５から 10 年に及ぶ長期的作業を通じて、投資促進に成功した事例が

ある。このような理由からモーリタニアで資源開発マスタープランを実施することを決定した。

世界銀行から、鉱工業省の地質鉱山局について政策遂行能力に限界があるとのコメントを得たが、

JICA より今回のプロジェクトが地質・資源分野の技術的な視点が強いことから、OMRG を主たるカウン

ターパート機関に考えていることを伝えた。また、世界銀行からどのような鉱種のポテンシャルが高

いかとの質問に、JICA より銅、金、白金族、ダイヤモンドが高いと回答したが、モーリタニアの経済

発展を考えた場合、工業用原料や石材も地域経済にとって重要であり、そのような鉱種も検討するこ

とを伝えた。モーリタニア政府は鉱山開発のための水資源確保の困難さがあるのが大きな投資障壁で

あると考えている人がいると世界銀行よりコメントあったが、JICA より今回のプロジェクトでは地下

水関係の情報も検討することを伝えた。地下水問題は単に資源開発への利用のみではなく、鉱山が実

際に開発されたときの周辺地域の地下水汚染の問題もあるからである。JICA より地雷の状況今日につ

いて質問したが、ゼロではないがリスクは非常に低く、世界銀行としては地雷を理由に調査団に制約

を加えていることは無い。ただし、鉄鉱山の鉄道の北側、また同国北西部の一部にリスクが高い地域

が一部あり、そこだけは注意が必要とのコメントがあった。

*世界銀行及び世銀プロジェクト（PRISM）とのデマケーションに関する協議
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　今回の調査団派遣中に、世界銀行モーリタニア事務所及び世銀鉱業プロジェクト事務所（PRISM）と

ともに、今回計画している投資促進のための地質・資源情報の統合するための鉱業戦略プロジェクト

の概要とその意義について説明した。世界銀行より、JICA がモーリタニア鉱業セクターを支援するプ

ロジェクトを行うことに積極的で、特に世銀プロジェクトを通じて収集された基礎的な地質・資源情

報を提供できる旨発言あった。また、世銀 PRISM プロジェクトではこれら地質・資源情報を関係する

情報（例えば鉱業権、地下水、インフラなど）とともに GIS として統合していることから、JICA とし

ても異なるシステムを構築することなく、同じシステムを使う旨説明した。両プロジェクトの具体的

なシステム統合の方法については、JICA 調査団の専門家と PRISM 専門家の間で協議することで合意し

た。現地での OMRG 等との協議では、世銀PRISM プロジェクトの一環で関係する政府部局のシステムネ

ットワークが近日中に構築される予定であり、コンピュータシステムを OMRG で導入できればシステム

統合は容易であるとのことであった。

世界銀行モーリタニア事務所及び PRISM プロジェクト担当者によれば、PRISM プロジェクトは第 2

ステージがまもなく開始する予定であり、3 月下旬に評価ミッションが世銀本部から派遣される予定で

ある。世界銀行としてはJICA プロジェクトも全体の支援プログラムの中でも位置づけており、一つの

協調プロジェクトとしてイスラム開発銀行、フランス政府とともにプロジェクト評価書（PAD: Project

Appraisal Document）にも記載する旨発言あった。また、JICA よりプロジェクト間の情報交換や協調

体制構築のためにJICA プロジェクトに管理委員会（Steering Committee）を作る旨説明し、世銀PRISM

プロジェクトからも参加して欲しいと依頼し、プロジェクト・コーディネータが参加する旨回答あっ

た。

**投資促進方法に関する協議

　モーリタニアへの鉱業投資は非常に限定的である一方で、いくつかの国際鉱山企業が鉱区を取得し

ている。モーリタニア政府はここ数年大規模な政策の見直しを行っており、鉱業投資促進するための

法律、税制、体制が変更されている。前回の調査で同国の税法体系のレビューを行ったが、投資障害

になるような決定的な問題を見出すことはできなかった。一方、探査投資額は依然として非常に低い

のも現実である。鉱業投資誘致に成功した他の資源保有発展途上国（例えばアルゼンチン、タンザニ

アなど）の経験から、政府は単に税法体系を見直すだけでは鉱業投資誘致はできず、どのような資源

がどのように分布しているのか、またそれらを探査するにはどのような手法が有効かといった基礎的

な地質・資源情報の提供が重要であることが分かっている。それでもこれらの諸国では税法体系の見

直しから 5 から 10 年の歳月を要して、投資誘致に成功している。

　モーリタニアでは基礎的な地質・資源情報が非常に不足していることもあり、実際に鉱業投資を促

進するには地質・資源情報の整備提供を進めなければならない。従って、OMRG を中心とする政府機関

は長期的な戦略の中で、JICA プロジェクトを位置づけるとともに、移転された技術でプロジェクト終

了後も自らその作業を行わなければならない。このことはJICA 自身が、プロジェクト報告書を作成す

ることに力点をおかず、あくまでも技術移転を重要視してプロジェクトを設計する必要があることを

意味している。

経済開発省協議

日　時：平成 15 年 3 月 18 日（火）10：30�11：30

場　所：経済開発省
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参　加：バッカ経済協力局長、モハマッド経済協力課長

内　容：以下のとおり

　経済開発省担当局長より、モーリタニア経済の大半は鉄鉱石と漁業に依存しており、最近の石油の

発見による外貨収入の増加を期待している。また、鉱業セクターの発展も重要視している。今回の JICA

鉱業戦略プロジェクトのための調査団の訪問に感謝している旨発言あった。また、局長より鉱物資源

分野で世界銀行やイスラム開発銀行とともにプロジェクトを実施していること、さらに OMRG が欧州共

同体とともに資源評価プロジェクトを実施している旨説明あった。JICA より、今回の調査団の目的、

どうしてこのプロジェクトをモーリタニアで実施することを重要視しているか、さらに可能であれば

合意文書に3 月 20 日に署名したい旨説明し、了解受けた。経済開発省より、協力への感謝の意が表せ

られ、プロジェクトの目的である投資促進を早く実現したいし、経済開発省としてもいかなる協力を

すると回答あった。
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２.５　締結した実施細目(S/W)、協議議事録(M/M)
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